
（１）住所整理の対象区域 
 ゴルフ場、多摩サービス補助施設、クリーンセンター多摩川周辺及び住所整理済みの地区（平尾、
向陽台、長峰、若葉台）を除いた市内全域を対象とします。 

（２）町区域の設定 
 現行の大字を適切な規模に分割し、町区域を新たに設定します。 
① 町名の設定 
 なるべく現行の大字の名称を踏襲し、原則として大字名に「○丁目」を付けたものとします。 
② 町界の設定  
 原則として、道路や河川等の恒久物を町界に設定します。ただし、地区市民の意向により、従来の
町界を使用する場合もあります。 

（３）住所整理の手法 
 土地区画整理事業区域（完了地区を含む）では、事業の進捗を考慮し、「住居表示」又は「町界町名
地番整理」の適切な手法で住所を整理します。これ以外の区域では、「住居表示」を原則とします。た
だし、いずれの場合も実施地区の状況や、地区市民の意向を踏まえて、手法を決定します。 

（４）実施地区の決定方法 
 土地区画整理事業その他の都市基盤整備の進捗状況や、地域からの実施要望を踏まえ実施候補地区
を選定します。その地区で住所整理を実施する合意が形成された場合には、実施地区として、詳細の
検討に入ります。合意が形成されない場合には、実施を見送ります。 

（５）実施地区での進め方 
 実施地区では、地区市民と必要に応じて隣接地区の市民を含めて構成する、地区市民検討会を設立
し、町区域の設定等の詳細について検討します。 

（６）住民や事業者等の協力 
 住所整理は、市民生活はもとより地域活動や企業活動にも直接影響があるため、住民や事業者等の
協力をお願いします。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市内の住所や所在地の表示を整理します

 
 

 稲城市の住所・所在地の表示は、土地の番号である地番で表され

ていますが、 

 隣の家 との番号が連続していない。 

 続く番号が大きな道路の反対側にある。 

 同じ番号に多くの家が建っている。 

 ○○○○番地の△△△など桁数が多く

わかりにくい。 

など、住所や所在地がわかりにくい状況が見

受けられます。 

市では、このような状況を解消するため、住所や所在地の番号を新

しく振り直す住所整理を進めています。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域の安全安心なまちづくりにつながる効果が期待できます。 

問い合わせ 

〒206-8601 東京都稲城市東長沼 2111番地 

稲城市 都市建設部 まちづくり再生課 

電話：042-378-2111  FAX：042-378-9719 

パトカーや救急

車などの緊急車

両の到着が早く

なります。 

 

 

訪問される方が

目的地を探しや

すくなります。 

 

 

 

災害時にお住ま

いの方の安否確

認等が容易にな

ります。 

 

 

郵便物や宅配便

等の誤配・遅配

が起こりにくく

なります。 

 

①実施候補地区の選定 

 住民の意向や都市基盤

整備の進捗を考慮して、

住所整理を実施する候補

地区を選定します。 

③町の区域や町名の検討 

 地区市民検討会で町の

区域や町名、実際に住所

整理が可能な区域等を検

討します。 

②地区市民検討会の設立 

 候補地区でのご理解が

得られてから、自治会役

員や地域活動者、事業者

等で構成する地区市民検

討会を設立します。 

 

④審議会審議と 

市議会の議決 

 稲城市住所整理審議会

で審議の後、稲城市議会

での議決を経て、新たな

町の区域を決定します。 

⑤告 示 

 稲城市議会で議決の

後、新しい町の区域や町

名と変更する日を告示し

ます。 

⑥住所の変更 

 告示文に記載した日を

持って、新しい住所に変

更になります。 

住所整理事業 



 

 

 

 住居表示法による住所整理では、町の区域をわかりやすく

設定した後に、土地の地番とは別に建物の出入口の位置によ

り住居番号を設定します。 

 土地の売買などにより番号の並びが変わることがありま

せん。 

 

 

住居表示による住所・所在地の表示例 

項目 変更前 

⇒ 

変更後 

住 所 
稲城市東長沼 

２１１１番地 

稲城市東長沼一丁目 

１番１号 

土地の 

地番 

稲城市大字東長沼 

字 7号２１１１番 

稲城市東長沼一丁目 

２１１１番 

 

 

 

 地番を使用した住所整理では、町の区域をわかりやすく設

定した後に、土地の地番を順序良く振り直します。 

 住所と土地の番号が同じになりますが、土地の売買などに

より番号の並びが変わることがあります。 

 

 

町界町名地番整理による住所・所在地の表示例 

項目 変更前 

⇒ 

変更後 

住 所 
稲城市東長沼 

２１１１番地 

稲城市東長沼一丁目 

１番地の１ 

土地の 

地番 

稲城市大字東長沼 

字 7号２１１１番 

稲城市東長沼一丁目 

１番１ 

 

 

 

 

 

 

 住所が整理された地区には、図のような表示板の設置をします。 
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枝 番 

１ 

↑ブロック内の土地（筆）

ごとに順序良く枝番号を

付けます。 

街区符号又は 

親地番の付番 

○○○一丁目 １番又は１番地 

↑町（○○○×丁目）の

中で分かれたブロックごと

に、順序良く番号を付け

ます。 

↑町の区域をはっきり

分かりやすく区切り、○

○○×丁目などに設定

します。 

住居番号 

１号 
 

↑ブロックのまわりに基礎

番号を設定し、家の出入

口位置により住居番号を

付けます。 

↑町（○○○×丁目）の中を
分割してブロックに分け、順
に親地番または街区番号を
付けます。

↑町の区域をはっきり分かり
やすく区切り、○○○×丁目
にします。

町区域の設定 
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